
申し込み	 問い合わせ

10
月
１
日
㈭
～
30
日
㈮
に
申
込
用

紙
に
記
入
し
、
広
告
デ
ザ
イ
ン
原
稿

を
添
え
て
市
役
所
資
産
税
課
（
☎
０

２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
６
）
へ
直
接

マ
イ
タ
ク
専
用
封
筒
で
自
社
Ｐ
Ｒ

　

来
年
３
月
下
旬
に
マ
イ
タ
ク
登
録

者
約
２
万
５
，
０
０
０
人
に
送
付
す

る
「
マ
イ
タ
ク
専
用
封
筒
」
に
掲
載

す
る
、
有
料
広
告
を
募
集

し
ま
す
。
詳
し
く
は
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

対
象
＝
市
内
の
企
業
や
団
体
な
ど

掲
載
ス
ペ
ー
ス
＝
❶
縦
50
㍉
㍍
×
横

70
㍉
㍍
、
先
着
３
枠
❷
縦
50
㍉
㍍
×

横
１
０
５
㍉
㍍
、
先
着
４
枠

費
用
＝
❶
は
３
万
円
❷
は
４
万
円

10
月
16
日
㈮
ま
で
に
市
役
所
交
通

政
策
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５

９
３
９
）
へ
直
接

創
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
で

　

創
業
支
援
塾
を
開
催
。
創
業
に
必

要
な
各
種
ノ
ウ
ハ
ウ
を
専
門
家
か
ら

学
び
ま
す
。
８
割
以
上
講
座
に
出
席

し
た
人
に
は
、
登
録
免
許
税
の
減
額

な
ど
が
受
け
ら
れ
る
認
定
証
を
発
行

し
ま
す
。

日
時
＝
❶
10
月
31
日
～
11
月
28
日
の

ス
ポ
ー
ツ

ヤ
マ
ト
市
民
体
育
館
前
橋

☎
０
２
７
‐
２
６
５
‐
０
９
０
０

　

レ
デ
ィ
ー
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
14
日
～
11
月
18
日
の
水

曜
５
回
、
13
時
30
分
～
14
時
30
分

対
象
＝
中
学
生
以
下
を
除
く
女
性
、

10
人
（
抽
選
）

費
用
＝
１
回
３
１
０
円

９
月
30
日
㈬
（
必
着
）
ま
で
に
往

復
ハ
ガ
キ
で
。
教
室
名
・
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

〒
３
７
１
‐
０
８
１
６
上
佐
鳥
町
４

６
０
‐
７
・
ヤ
マ
ト
市
民
体
育
館
前

橋
へ

講
座
・
教
室

介
護
予
防
活
動
に
ポ
イ
ン
ト
付
与

　

介
護
予
防
活
動
ポ
イ
ン
ト
登
録
研

修
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
12
日
㈪
13
時
30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４
８
へ

認
知
症
を
語
り
合
お
う

　

認
知
症
や
そ
の
支
援
に
つ
い
て
語

り
合
う
カ
フ
ェ
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
21
日
㈬
13
時
～
14
時

会
場
＝K'BIX

元
気
21
ま
え
ば
し

対
象
＝
市
内
在
住
で
認
知
症
の
人
と

そ
の
家
族
、
先
着
12
人

長
寿
包
括
ケ
ア
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３
３
へ　

危
険
物
取
扱
者
試
験
と
準
備
講
習

　

危
険
物
取
扱
者
試
験
と
準
備
講
習

会
を
実
施
し
ま
す
。

●
乙
種
第
四
類
試
験
の
準
備
講
習
会

日
時
＝
10
月
21
日
㈬
９
時
30
分
～
16

時
30
分

会
場
＝
消
防
局

費
用
＝
１
万
２
，
５
０
０
円

９
月
18
日
㈮
～
10
月
９
日
㈮
に
消

防
局
予
防
課
（
☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐

４
５
０
９
）
へ
直
接

●
危
険
物
取
扱
者
試
験

期
日
＝
11
月
１
日
㈰

会
場
＝
ヤ
マ
ダ
グ
リ
ー
ン
ド
ー
ム
前
橋

費
用
＝
〈
甲
種
〉
６
，６
０
０
円
〈
乙

種
〉
４
，
６
０
０
円
〈
丙
種
〉
３
，

７
０
０
円

申
込
書
・
試
験
案
内
の
配
布
＝
消
防

局
予
防
課
、
各
消
防
署
・
分
署
で

９
月
18
日
㈮
～
28
日
㈪
に
消
防
試

験
研
究
セ
ン
タ
ー
（
大
渡
町
一
丁
目

☎
０
２
７
‐
２
８
０
‐
６
１
２
３
）

へ
直
接Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
を
一
緒
に
学
ぼ
う

　

Ｍ
サ
ポ
セ
ミ
ナ
ー
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は

じ
め
の
一
歩
」
を
開
催
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

（
国
連
で
採
択
さ
れ
た
持
続
可
能
な

17
の
開
発
目
標
）
と
は
何
か
、
オ
ン

ラ
イ
ン
会
議
シ
ス
テ
ム
Ｚ
ｏ

ｏ
ｍ
を
使
っ
て
自
宅
か
ら
学

び
ま
す
。

日
時
＝
10
月
16
日
㈮
18
時
30
分
～
20
時

対
象
＝
一
般
、
先
着
30
人

10
月
９
日
㈮
ま
で
に
同
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
９
６
へ

前
橋
テ
ル
サ

☎
０
２
７
‐
２
３
１
‐
３
９
４
３

　

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
＆
カ
ル
チ
ャ
ー
ス

ク
ー
ル
講
座
「
ス
マ
ホ
・
タ
ブ
レ
ッ

ト
講
座　

は
じ
め
の
一
歩
！
」
を
開

催
し
ま
す
。

期
日
＝
10
月
５
日
㈪

同
館
へ税

９
月
の
納
税

●
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
３

期
、
国
民
健
康
保
険
税
第
３
期
＝
９

月
30
日
㈬
ま
で

事
業
者
向
け

納
税
通
知
書
で
自
社
Ｐ
Ｒ

　

来
年
４
月
発
送
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
納
税
通
知
書

の
封
筒
裏
面
に
掲
載
す
る
、

有
料
広
告
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
＝
企
業
や
団
体
な
ど

掲
載
ス
ペ
ー
ス
＝
縦
70
㍉
㍍
×
横
90

㍉
㍍
、
１
枠

使
用
予
定
枚
数
＝
14
万
５
，
０
０
０
枚

費
用
＝
見
積
も
り
合
わ
せ
に
よ
る（
最

低
価
格
11
万
円
）

申
込
書
の
配
布
＝
市
役
所
資
産
税
課

で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

土
曜
４
回
、
９

時
30
分
～
16
時

30
分
❷
11
月
14

日
㈯
９
時
30
分

～
12
時
30
分

会
場
＝
創
業
セ

ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
で

新
た
に
事
業
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い

る
人
や
開
業
後
５
年
以
内
の
人
、
先

着
各
10
人

申
込
書
の
配
布
＝
本
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す

10
月
23
日
㈮
ま
で
に
郵
送
で
。
申

込
書
に
記
入
し
、
市
役
所
産
業
政
策

課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８

３
）
へ

そ
の
他
の
情
報

●
休
日
当
番
動
物
案
内

録
音
案
内

☎
０
２
７
‐
２
８
３
‐
８
３
３
３

　健

康

自
分
に
合
っ
た
方
法
で
禁
煙

　

禁
煙
チ
ャ
レ
ン
ジ
塾
を
開
催
し
ま

す
。
尿
中
ニ
コ
チ
ン
代
謝
物
の
濃
度

を
測
定
。
保
健
師
と
の
面
接
で
禁
煙

開
始
か
ら
３
カ
月
間
支
援
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
21
日
㈬
・
22
日
㈭
、
９

時
～
16
時

会
場
＝
保
健
セ
ン
タ
ー

10
月
14
日
㈬
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
４
へ

いざというときに備えて
ＡＥＤを無料で貸し出します

　市内で開催するスポーツ大会や地域行事な
ど、非営利事業を実施する団体にＡＥＤ（自動
体外式除細動器）を貸し出します。
　貸出期間は７日間まで。運搬などの実費は自
己負担です。希望日の３カ月前から７日前まで
に、市保健所内保健総務課へ直接申し込んでく
ださい。申込書は同課にあるほか、
本市ホームページからダウンロード
もできます。
保健総務課

☎027-220-5781

プロスポーツ試合情報

ザスパクサツ群馬
会場は正田醤油スタジアム群馬
９月20日㈰19時30分
vs.愛媛FC
９月30日㈬19時
vs.モンテディオ山形
10月４日㈰14時
vs.ジェフユナイテッド千葉

群馬クレインサンダーズ
会場はヤマト市民体育館前橋

10月３日㈯17時
	 ４日㈰14時
vs.茨城ロボッツ

困っている人は相談を
雇用のトラブル解決をサポート

　県労働委員会では、労働者個人と事業
主の、労働条件などに関するトラブル解
決のサポートをしています。解雇や雇い
止め、配置転換、懲戒処分、パワハラな
ど、あっせん員が両者の間に立って話し
合いによる解決を目指します。秘密は厳
守します。
対象＝県内事業所の労働者や事業主
同委員会

☎027-226-2783
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